
日
本
海
事
セ
ン
タ
ー
　
企
画
研
究
部
　
主
任
研
究
員

森
本
清
二
郎

気
候
変
動
変
動

気
候
変
動

海
運
海
運
海
運
海
運
海
運
海
運
と

海
運
と

　

各

国

間

を

往

来

す

る

外

航

船

か

ら

の

温

暖

化

ガ

ス

（

Ｇ

Ｈ

Ｇ

）

排

出

量

は

、

パ

リ

協

定

の

下

で

各

国

が

定

め

る

「

国

が

決

定

す

る

貢

献

（

Ｎ

Ｄ

Ｃ

）

」

の

対

象

外

で

あ

り

、

そ

の

削

減

対

策

は

国

連

の

専

門

機

関

で

あ

る

国

際

海

事

機

関

（

Ｉ

Ｍ

Ｏ

）

で

策

定

さ

れ

て

い

る

。

具

体

的

に

は

海

洋

汚

染

防

止

条

約

（

Ｍ

Ａ

Ｒ

Ｐ

Ｏ

Ｌ

条

約

）

附

属

書

Ⅵ

で

国

際

海

運

の

Ｇ

Ｈ

Ｇ

削

減

対

策

が

規

定

さ

れ

て

お

り

、

規

制

内

容

は

締

約

国

の

船

舶

の

み

な

ら

ず

、

締

約

国

の

港

に

寄

港

す

る

非

締

約

国

の

船

舶

に

も

適

用

さ

れ

る

。

　

最

初

の

対

策

は

２

０

１

３

年

開

始

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

効

率

設

計

指

標

（

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｉ

）

規

制

で

あ

る

。

同

指

標

は

自

動

車

の

カ

タ

ロ

グ

燃

費

の

よ

う

に

船

舶

の

設

計

上

の

燃

費

効

率

を

表

し

た

も

の

で

あ

り

、

「

ト

ン

マ

イ

ル

当

た

り

二

酸

化

炭

素

（

Ｃ

Ｏ

２

）

排

出

量

（

１

㌧

の

貨

物

を

１

㍄

運

ぶ

際

に

排

出

さ

れ

る

Ｃ

Ｏ

２

の

グ

ラ

ム

数

）

」

を

単

位

と

す

る

。

　

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｉ

規

制

で

は

、

�

年

以

降

に

建

造

さ

れ

る

外

航

船

の

設

計

燃

費

を

規

制

値

（

�

年

か

ら

さ

か

の

ぼ

っ

て

�

年

間

の

建

造

船

の

平

均

値

）

以

下

に

す

る

こ

と

が

義

務

付

け

ら

れ

、

規

制

値

は

�

年

に

�

％

減

、

�

年

に

�

％

減

と

段

階

的

に

強

化

さ

れ

て

い

る

。

ま

た

、

就

航

船

を

含

む

全

て

の

外

航

船

を

対

象

に

エ

ネ

ル

ギ

ー

効

率

管

理

計

画

書

を

備

え

置

く

こ

と

も

義

務

付

け

ら

れ

た

。

こ

れ

ら

の

規

制

に

加

え

、

排

出

量

取

引

や

課

金

な

ど

の

経

済

的

手

法

も

検

討

さ

れ

た

が

、

「

共

通

だ

が

差

異

あ

る

責

任

」

原

則

を

理

由

に

途

上

国

が

反

対

し

た

た

め

、

同

規

制

の

導

入

は

見

送

ら

れ

た

。

　

�

年

に

は

燃

料

消

費

量

の

計

測

・

検

証

・

報

告

を

義

務

付

け

る

燃

料

消

費

量

報

告

制

度

が

導

入

さ

れ

、

各

船

舶

の

運

航

実

績

を

基

に

規

制

を

行

う

環

境

が

整

備

さ

れ

る

と

共

に

、

国

際

海

運

の

Ｇ

Ｈ

Ｇ

排

出

量

の

把

握

が

可

能

と

な

っ

た

。

　

�

年

に

は

、

�

年

ま

で

に

燃

費

効

率

を

�

年

比

で

�

％

改

善

す

る

削

減

目

標

を

達

成

す

る

た

め

、

追

加

的

な

規

制

が

導

入

さ

れ

た

。

一

つ

は

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｉ

規

制

が

適

用

さ

れ

な

い

就

航

船

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

効

率

指

標

（

Ｅ

Ｅ

Ｘ

Ｉ

）

を

規

制

す

る

Ｅ

Ｅ

Ｘ

Ｉ

規

制

。

も

う

一

つ

が

、

一

年

間

の

燃

費

実

績

を

表

す

炭

素

強

度

指

標

（

Ｃ

Ｉ

Ｉ

）

の

格

付

け

制

度

で

あ

る

。

前

者

は

Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｉ

規

制

と

同

様

に

設

計

燃

費

を

規

制

す

る

も

の

だ

が

、

後

者

は

各

船

舶

の

運

航

燃

費

に

応

じ

て

Ａ

か

ら

Ｅ

の

５

段

階

で

評

価

・

格

付

け

す

る

も

の

だ

。

低

評

価

の

船

は

燃

費

改

善

計

画

書

の

提

出

が

義

務

付

け

ら

れ

、

高

評

価

の

船

は

規

制

当

局

に

よ

る

イ

ン

セ

ン

テ

ィ

ブ

付

与

が

推

奨

さ

れ

る

。

　

船

は

飛

行

機

や

ト

ラ

ッ

ク

な

ど

他

の

輸

送

手

段

と

比

べ

て

燃

費

効

率

が

良

く

、

海

運

へ

の

モ

ー

ダ

ル

シ

フ

ト

は

製

品

物

流

に

係

る

Ｇ

Ｈ

Ｇ

排

出

削

減

に

有

効

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

Ｉ

Ｍ

Ｏ

規

制

や

船

舶

大

型

化

に

よ

る

積

載

効

率

の

向

上

な

ど

を

背

景

に

外

航

船

の

燃

費

効

率

は

改

善

し

て

い

る

。

Ｉ

Ｍ

Ｏ

の

推

計

に

よ

れ

ば

、

�

年

の

平

均

燃

費

効

率

は

�

年

比

で

�

・

５

％

改

善

し

て

お

り

＝

図

参

照

、

上

述

の

�

年

目

標

の

達

成

も

視

野

に

入

り

つ

つ

あ

る

。

　

一

方

、

�

年

に

合

意

さ

れ

た

「

�

年

頃

ま

で

の

Ｇ

Ｈ

Ｇ

ネ

ッ

ト

ゼ

ロ

」

目

標

の

達

成

に

は

、

効

率

改

善

に

加

え

て

燃

料

転

換

が

不

可

欠

と

な

る

。

Ｉ

Ｍ

Ｏ

で

は

、

脱

炭

素

化

に

向

け

た

新

た

な

規

制

と

し

て

、

国

際

海

運

の

Ｇ

Ｈ

Ｇ

強

度

（

単

位

エ

ネ

ル

ギ

ー

当

た

り

の

Ｇ

Ｈ

Ｇ

排

出

量

）

削

減

に

向

け

た

Ｇ

Ｈ

Ｇ

プ

ラ

イ

シ

ン

グ

（

Ｇ

Ｈ

Ｇ

へ

の

価

格

付

け

）

の

検

討

が

行

わ

れ

て

い

る

。

本

年

中

に

は

条

約

改

正

案

が

採

択

さ

れ

る

予

定

で

あ

り

、

い

か

に

公

平

な

競

争

条

件

を

確

保

し

つ

つ

、

実

効

的

で

バ

ラ

ン

ス

の

と

れ

た

制

度

を

構

築

す

る

か

が

課

題

と

な

る

。

脱

炭

素

化

に

必

要

な

規

制

環

境

の

整

備

に

向

け

て

、

今

年

が

正

念

場

と

な

る

。


